
A Study of Cultivating Sense of Sovereign in
Social Studies Through the Analysis of the
Practice of the Unit “What should pacifism and
security be?”

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2020-03-10

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 尾﨑, 弘剛

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.14945/00027133URL



 

社会科における主権者意識の形成に関する考察 

－単元「これからの平和主義と安全保障のあり方」の授業実践の分析を通して－ 

尾﨑 弘剛 

（静岡大学教育学部附属静岡中学校） 

 

A Study of Cultivating Sense of Sovereign in Social Studies 

Through the Analysis of the Practice of the Unit “What should pacifism and security be?” 

Ozaki Hirotake 

 

要旨 

「平和で民主的な国家及び社会の形成者」を育成するために，社会科に求められる役割は大きい。本小論では，

子どものあらわれをもとに，主権者意識を形成するための社会科における授業実践のあり方を考察する。具体的

には，自衛隊の役割を調査・考察し，平和主義と安全保障のあり方を構想する授業が，子どもの主権者意識の形

成にどのように寄与したのかを分析する。そのために，「憲法９条と自衛隊という矛盾から問いを生み出す」「問

いを多面的・多角的に考察する」「平和主義と安全保障のあり方（未来・価値観・概念）を対話する」という三つ

の手だてを講じ，分析の視点とした。現実社会の問題を取り上げ，対話を通して平和主義と安全保障のあり方に

対する考えを深める過程を設定したことにより，主権者意識の形成につながる子どものあらわれが見られた。 

 

キーワード： 主権者意識 平和主義と安全保障 憲法９条 自衛隊 現実社会の問題 

 

１ はじめに 

現実社会の問題を扱うことのできる社会科は，子

どもの主権者意識の形成に大きく寄与する教科だと

考える。静岡大学教育学部附属静岡中学校社会科部

では，社会科の学びを通して育みたい人間像を「社

会を創る人」とし，主体的に社会に参画できる人間

を育む授業づくりを進めてきた１）。主体的に社会に

参画できる人間を育成するためには，子どもが授業

を通して「様々な解釈の仕方や多様な価値観を尊重

しながら，『すべての人にとって最善の社会の姿』

を創りあげていく営み」２）に参加することが重要だ

と考える。そのために，価値観や考え方の違いが表

面化しやすい現実社会の問題を取り上げ，様々な視

点や立場からその事象を捉えたうえで，対話を通し

て最適解や納得解を導き出そうとする授業を積み重

ねている。 

本小論の目的は，現実に生きて働く主権者意識の

形成を目指す社会科の授業実践のあり方を考察する

ことである。そのために，静岡大学教育学部附属静

岡中学校第３学年を対象とした単元「これからの平

和主義と安全保障のあり方」の授業実践を行う３）。

中でも，これからの平和主義と安全保障のあり方を

調査・考察・構想する学習活動に注目し，子どもの

主権者意識の形成の過程を分析する。 

 

２ 主権者意識の形成を目指す単元「これからの平

和主義と安全保障のあり方」の基本的な背景とそ

の意味 

(1) 社会科における主権者教育の展開 

主権者教育の目的に関して，文部科学省は「単に

政治の仕組みについて必要な知識を習得させるにと

どまらず，主権者として社会の中で自立し，他者と

連携・協働しながら，社会を生き抜く力や地域の課

題解決を社会の構成員の一人として主体的に担うこ

とができる力を身に付けさせること」４）としている。

社会科における主権者教育の位置づけについて，学

習指導要領解説社会編では，「現実の社会的事象を扱

うことができる社会科ならではの『主権者として，

持続可能な社会づくりに向かう社会参画意識の涵養

やよりよい社会の実現を視野に課題を主体的に解決

しようとする態度の育成』が必要であり，子供たち

に平和で民主的な国家及び社会の形成者としての自

覚を涵養することが求められている」５）としている。

しかしながら，現実には若年層の低投票率が示して

いるように，主権者意識が十分に形成されていると

は言いがたい現象が見られる６）。子どもの学びとい

う観点からこの現状を捉えれば，学習が教室にとど

まり，現実社会に生きて働くものとして学ばれてい

ないことを示している。「投票率が低い」という選挙

の課題を知識としてもっていたり，資料からその事

実践報告 
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実を読み取れたりすることと，現実社会の問題と関

連づけて考え，自らの行動を変化させることとは，

別のことだと考える。 

主権者教育の取り組みでは，模擬投票を取り入れ

た授業実践が多く見られる。模擬投票を取り入れた

授業実践には有用性も認められているが，単に模擬

投票を実施するだけでは，主権者意識の形成に対す

る十分な成果につながらないことも指摘されている。

例えば，社会科における主権者意識の形成に関する

研究者は，次の通り，主権者意識の形成の課題を挙

げている。 

中平一義および野嵜雄太は，模擬投票の課題とし

て，「①政治参加を投票のみとして，権利の捉えが矮

小化することへの危惧，②マニフェストを選ぶとい

う消費者的な素材に陥ることにより，主権そのもの

の認識を矮小化する危惧，③主権の範囲により権利

からこぼれ落ちる人を踏まえなくなることへの危惧」

７）を指摘している。麻生多聞は，公民科教育におけ

る政治学習として，①政治について教える「知識理

解型」社会認識の修得と，②政治を通して教える「意

思決定型」社会認識の活用の二通りがあり，政治的

無関心を克服し公民的資質を高めるためには②の方

法も必要であると指摘している８）。吉村功太郎は，

日本の中高生の政治的有効性感覚が低いことに関連

して，「政治や社会に主権者として参画することの重

要性が経験に裏づけられて実感のもてる意識として

ではなく，単に政治に関する正しい情報として身に

つけているだけだとしたら社会参画意識に結びつき

にくいことは十分考えられる」９）と述べている。こ

れらに関連して，唐木清志は「選挙権がある人とし

ての有権者と，主権を有する人としての主権者は必

ずしもイコールではな」10）いと指摘している。さら

に，模擬投票の体験や選挙のしくみを教える「選挙

に関する教育」は「主権者教育の重要な一面ではあ

っても，すべてではな」く，「主権者教育はより幅広

く捉えられるべきであるし，誤解を恐れずにいうな

ら，それは社会科教育そのものであって然るべきで

ある」11）と述べている。 

このように主権者教育とは，そもそも現実に生き

て働く性質をもつべきものであり，学習者の態度や

意識にあたるいわゆる「学びに向かう力・人間性等」

の醸成までも包括した教育活動であるべきである。

社会科においても，このようなねらいを達成する主

権者教育の授業実践が求められていると考える。 

 

(2) 平和主義と安全保障の取り扱いの現状と課題 

以上のような現状を踏まえれば，真に求められる

主権者意識の形成を目指すには，現実社会の問題に

対して子どもが自分とのかかわりを実感することに

よって追求すべき問いを生み出し，調査・考察にと

どまらず，これからのあり方を構想する単元を設定

する必要がある。 

本小論で分析する単元「これからの平和主義と安

全保障のあり方」では，憲法９条と自衛隊に関する

内容を取り扱っている。この問題は，国の構造や原

則に関わる重要な問題であり，仮に憲法改正の国民

投票が実施されれば，主権者である国民一人一人が

判断を下さなければならない切実な問題である。さ

らに，この問題は，矛盾をはらみ，論争を巻き起こ

してきた問題でもある。 

このようなことから，憲法９条と自衛隊をめぐっ

ては，様々な授業実践が行われている。例えば，「国

民一人あたり約四万円の負担をしてまで，自衛隊を

もつ必要があるのか」という課題設定から「自衛隊

が必要か不要か」をテーマとして個別に課題追究を

進め，相互交流を通して視点を広げたり思考を深め

たりする中学３年生を対象にした授業実践がある 12）。

さらに，国家・社会の形成者として求められる力の

育成を目指して，安保法制の第二の柱である「改正

国際平和協力法」「国際平和支援法（新法）」の是非

を「国際社会の平和・安全のために自衛隊の活用を

強化すべきかどうか」というテーマで討論した高等

学校「政治・経済」の授業実践がある 13）。 

いずれの授業実践も現実社会の問題とのつながり

を子どもに意識させる取り組みだと捉えられる。筆

者も，公立校において「自衛隊は合憲か，違憲か」，

本校において「集団的自衛権を認めるべきか」をテ

ーマとして，授業実践をした経験がある。これらは

立憲主義の考え方に基づいて，憲法９条を根拠とし

ながら現実との整合性を問う先駆的な授業実践であ

る。 

しかしながら，基本的に条文解釈に留まるため，

子どもがこれからのあり方を十分に構想することに

は至っていないと考える。そこで，本授業実践では，

このような課題を克服するために，具体的な自衛隊

の役割に踏み込んで調査・考察したうえで，これか

らの平和主義と安全保障のあり方を構想する過程を

単元に組み込んだ。近年，国際情勢の変化に伴って

自衛隊の活動範囲が海外にまで及び，憲法改正の議

論が取り沙汰されている。このような中で，子ども

が平和主義と安全保障のあり方に向き合い，その方

向性を構想する経験は，この問題に対する自分なり

のかかわり方を見いだすことにつながるとともに，
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社会に生きて働く主権者意識の形成に寄与すると考

える。 

 

３ 主権者意識の形成を目指す単元「これからの平和

主義と安全保障のあり方」の構想 

 主権者意識の形成を目指す授業を実現するために，

次の三つが重要であると考える。 

第一に，憲法９条と自衛隊の問題を自分事として

捉えることである。自分の問題として捉えることは，

「自分に何ができるか」を考えることである。平和

主義と安全保障の問題は，子どもの日常生活からは

遠い問題であり，すぐさま生活に影響するような話

ではない。その一方で，国家としてどのような安全

保障政策を掲げるかは，結果的に国民生活に大きな

影響を及ぼすものである。本単元の前に，歴史的分

野において二度の世界大戦を学んだ子どもは，この

ことをより強く感じていた。これまでの学びを関連

させて考えることや世の中の現在進行形の問題を取

り上げることは，自分事として捉えることにつなが

ると推察する。 

第二に，公正に判断するために，多面的・多角的

に考察することである。平和主義と安全保障のよう

な論争的な問題は，多様な価値観や様々な解釈の仕

方が存在する。それらが，個人の信念や先入観では

なく，事実に基づいて考察されることで，公正な判

断が導かれる。様々な視点や立場から考察できる人

こそ，社会的な見方・考え方を体得した人だと言え

る。 

第三に，多面的・多角的な考察を根拠にしてより

よい姿を構想することである。これは，多面的・多

角的に考察したことを生かして，未来志向の学びを

展開することとも言える。現状認識に留まらず，よ

りよい姿を構想し，価値観や概念に関する対話を重

ねることを通して，現実社会の問題に主体的にかか

わろうとする主権者意識を形成することにつながる

と考える。 

以上のことを踏まえて，本単元の実践においては

「憲法９条と自衛隊という矛盾から問いを生み出す」

「問いを多面的・多角的に追求する」「平和主義と安

全保障のあり方（未来・価値観・概念）を対話する」

という三つの手だてを講じる（以下それぞれ，手だ

て①「問いを生み出す」，手だて②「問いを追求する」，

手だて③「対話する」とする）。本単元の実施時期，

対象，単元目標，指導計画は，以下の通りである。 

 

(1) 実施時期 

 令和元年５月 

(2) 対象 

 静岡大学教育学部附属静岡中学校第３学年 

 

(3) 単元目標 

憲法９条と自衛隊の存在との間に矛盾を感じた子

どもが，自衛隊の役割とその変化の背景について諸

資料をもとにして多面的・多角的に考察することを

通して，これからの日本の平和主義と安全保障のあ

り方について考えを深めるとともに，平和な社会を

実現していくために将来の主権者としてどのように

かかわっていくのかに関して考えをもつ。 

 

(4) 指導計画（全６時間） 

 

第１時 

憲法９条と自衛隊・日米安保との間の

矛盾に気づき，追求すべき問いを共有

する。 

第２時 
問いに対する考えを交流し，調査の見

通しをもつ。 

第３時 視点を明確にして，自衛隊のあり方や

役割を調査する。 第４時 

第５時 
調査内容を共有して，自衛隊のあり方

や役割を多面的・多角的に捉える。 

第６時 
これからの平和主義と安全保障のあり

方を対話する。 

具体的には，まず憲法９条と自衛隊の矛盾に着目

できるような単元との出会いを設定する。授業者が，

自衛隊の活動の幅が海外にも広がっている様子を提

示することで，「自衛隊が海外で活動することは，憲

法違反ではないのか」「今のままの自衛隊でよいのか」

等，様々な疑問が出されると考えた。子ども自身の

素朴な疑問を出し合う中で，「自衛隊は，どのような

役割を果たすべきだろうか」という問いをクラス全

体で共有する。そのうえで，様々な視点から役割が

変化した背景を調査し，自衛隊の役割やあり方につ

いて対話する構想を考えた。憲法９条の文面通り専

守防衛に徹するのか，国際社会やアメリカとの関係

を重視して海外での活動を広げていくのかという軸

で対話を重ねることで，平和主義と安全保障に対す

る価値観や概念が語られることをねらった。 

 

４ 主権者意識の形成を目指す単元「これからの平

和主義と安全保障のあり方」の授業実践 

先述した三つの手だてを視点として，本単元の実

践を，授業者の働きかけと子どものあらわれを中心

に記述する。記述に際しては，授業中の発言や子ど

もが記入したワークシート，発話記録を活用した。 
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(1) 手だて①「問いを生み出す」の実際 

単元の出会いの場面で，授業者は日本国憲法の憲

法９条を提示し，「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦

権の否認」の三つが大きな柱であることを子どもと

確認した。「このことは実現できているか」と授業者

が問いかけると，子どもから「自衛隊がある」「自衛

隊は戦力でないのか」「守るためのものだ」等の声が

あがった。このような声を受けて，自衛隊が海外で

活動する様子を映した映像（NHK for school「自

衛隊の国際貢献」）を視聴し，集団的自衛権の行使容

認を報じる新聞記事を提示した。この映像や新聞記

事を見た子どもの発言は次の通りである。 

 

・集団的自衛権とは何だろう。 

・仲間の国が攻められたら，その国を助けることだ

から，特に問題はない。 

・自衛隊の支援で，現地の人が助けられているのは

よいことだ。 

・自衛隊が海外で活動することは許されるのか。 

・自衛隊は防衛のための組織のはずだ。矛盾してい

るのではないか。 

 

このように，憲法９条と自衛隊との関係に疑問を抱

いた子どもに対して，資料１を提示した。 

資料１ 第１時学習活動の配付資料 

 ・自衛隊と安全保障に関する年表 

・自衛隊の海外での主な活動を示す地図 

・集団的自衛権の要点を示す資料 

・日米安全保障条約の要点を示す資料 

 

これらの資料を基に，子どもは以下のように気づい

たことや疑問を出し合った（図１参照）。 

 

・「陸海空軍その他戦力は，これを保持しない」と定

められた憲法９条に，自衛隊は違反しているのでは

ないか。 

・憲法９条の「戦力」や「武力」が何を指すのかが，

はっきりとしない。条文があいまいなのではないか。 

・自衛隊は，専守防衛のための組織だと聞いたことが

ある。海外で活動することや集団的自衛権を認める

ことは，憲法９条と矛盾しているのではないか。 

・集団的自衛権は，守るためのものということだが，

結局は戦力を使うことになるのではないか。 

・海外での活動が増えている理由は，アメリカとの関

係があることがわかった。アメリカとの関係を優先

して自衛隊の役割を拡大したら，日本が戦争する国

になってしまわないだろうか。日本の政府は自分の

意志をもっていないようだ。 

・北朝鮮の核・ミサイル開発など東アジアは不安定な

状況が続いているから，自分の国を守ることは当然

なことだ。ただ，日米安全保障条約でアメリカに守

ってもらっており，日本は武力を用いる必要はない

と思う。 

・平和主義を掲げる日本は，武力以外の国際貢献をし

ていくべきだし，そのような国であることを世界に

発信していくべきだ。 

 

このように憲法９条や自衛隊に対する考えや疑問

を出し合う中で，「自衛隊は，どのような役割を果た

すべきだろうか」という追求すべき問いをクラス全体

で共有した。 

 

 

(2) 手だて②「問いを追求する」の実際 

クラス全体で共有した問いを多面的・多角的に追求

していくために，ジグソー学習の要素を取り入れた追

求過程を設定した。「自衛隊は，どのような役割を果

たすべきだろうか」という共有した問いに対する考え

を出し合い，授業者が分類することで，子どもが調査

の見通しをもてるようにした。 

 

＜防衛に関する考え＞ 

・憲法９条をもとに考えてみると，自衛隊の本来の

仕事は，国内を守ることであり，国外での活動は

すべきではない。 

図１ 第１時学習活動の板書 

（筆者撮影，「令和元年度研究発表会社会科資

料」より筆者転載。） 
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・もしミサイルを打ち込まれるようなことがあった

場合には，迎撃は許される。なぜなら，何もしな

ければ国民が犠牲になってしまうからだ。 

・そもそも憲法９条で戦争放棄を定めているのは，

太平洋戦争で多大な犠牲を出したからだ。平和へ

の願いを実現するものこそ憲法９条だから，これ

に則って自衛隊は活動すべきだ。 

＜国際的な役割に関する考え＞ 

・PKO では，道路の補修や食料援助など戦闘にかか

わらない任務に従事することが大切だ。平和をつ

くる仕事ならばよいが，戦争に関係することには

かかわるべきではない。 

・他国への武器支援や金銭的な援助もすべきではな

い。どちらかの味方につくことは，戦争に加担す

ることにつながるからだ。 

・武器を持たずに PKO に参加したら，命の危険があ

るかもしれない。海外に自衛隊が出て行くと，犠

牲者が出たり，他国から標的にされたりしないか

心配だ。 

＜日米関係や集団的自衛権に関する考え＞ 

・自ら戦争に首を突っ込む可能性のある集団的自衛

権は，認めるべきではない。平和主義に反してい

る。 

・同盟関係にある国とはアメリカのことだと思うが，

アメリカの言うことを聞いてばかりいたら，戦争

への道に進んでしまうような気がする。 

・なぜ，集団的自衛権を認めたのかがわからない。 

・憲法を制定した当時と今の状況は異なる。ミサイ

ルが跳んでくるかもしれないのに，米軍に守って

もらうだけで防衛できるのか。自衛隊と米軍との

連携を強めることは，日本を守るために必要なこ

とかもしれない。 

 

子どもの考えが述べられる中で，自衛隊の活動を

どこまで認めるかについて，悩んだり揺れ動いたり

する子どもの姿が見られた。そこで，この問いを追

求していくにあたってどのような情報が不足してい

るのかや，どのようなことを調査すれば結論を出す

ことができるのかを，子どもからさらに引き出し，

授業者が①～④の視点に分類した。 

 

・自衛隊が憲法違反なのかどうかを知りたい。 

・集団的自衛権を認めることのメリットや，何が問

題になっているのかを知りたい。 

・自衛隊の海外での活動の様子を詳しく調べたい。 

・自衛隊が結成されたそもそもの理由を調べたい。 

・なぜ，憲法９条と自衛隊とが矛盾している状態を

放置してきたのかを調べたい。 

・日本の防衛のしくみを知りたい。 

 

 

① 自衛隊の歴史・任務（歴史的な視点） 

② 憲法９条との関係・自衛権の解釈（法的な視点） 

③ 海外派遣・国連 PKO（国際的な視点） 

④ 米軍との関係・東アジア情勢（国際的な視点） 

 

このようにして，①～④の視点を４人グループで

分担して調査することを子どもと確認した。調査に

あたっては，授業者が資料２（①～④の視点別資料）

を準備し，調査を担当する子どもに配付した。 

さらに，関連する図書室の書籍や新聞記事を準備

したり，インターネットを使用できる環境を整えた

りした。個人追求の時間を２時間とり，その後，４

人グループで調査内容を共有した。 

以下の発言は，問いに対する考えをグループで対

話した後に，クラス全体で対話を進めた場面である

① 自衛隊の歴史・任務（歴史的な視点） 

・警察予備隊，自衛隊の創設の経緯に関する資料 

・日本の防衛費の変化に関する資料 

・国防費の国際比較に関する資料 

・安保関連法成立後の自衛隊活動シミュレーションの図（静岡新

聞 平成 27年 9月 20日） 

② 憲法９条との関係・自衛権の解釈（法的な視点） 

・憲法９条の様々な解釈に関する資料 

・集団的自衛権の説明（『月刊ジュニアアエラ』2014年 9月号） 

・「戦後の安保法制の変遷」（日本経済新聞 平成 27年 9月 20日） 

・集団的自衛権行使容認に対する新聞各紙の世論調査の結果 

③ 海外派遣・国連 PKO（国際的な視点） 

・PKO への派遣状況に関する資料 

・「変わる PKO 高まる危険性」（朝日新聞 平成 27年７月３日） 

・「安保法制に対する自衛隊員の声」（朝日新聞 平成 27 年９月

20日） 

・「自衛隊に対する海外の声」（防衛省・自衛隊ホームページ） 

④ 米軍との関係・東アジア情勢（国際的な視点） 

・日米安全保障条約，日米地位協定の内容に関する資料 

・沖縄に集中する米軍基地に関する資料 

・「領土問題と周辺国の軍事力」（『月刊ジュニアアエラ』2014年

9月号） 

・自衛隊の緊急発進件数（防衛省・自衛隊ホームページ） 

 

資料２ 第３，４時学習活動の視点別配付資料 
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（波下線部は筆者。多面的・多角的に捉えたことが

読み取れる部分に記載。図２参照）。 

 

・外交面からみるとアメリカの方が日本より立場が

強いから，アメリカに突き放されると経済的に困

ってしまう。アメリカとの関係を切り離すことが

できないから，自衛隊をどうするべきかは何とも

言えない。国民としては戦争に関与することは嫌

だけど，自衛隊が軍事的なつながりをもたざるを

得ないから，仕方ない。私たちが何か言ってたと

しても，国家としては仕方ないことだ。 

 

・日本の立場から考えると，日米安保がなくなった

ら日本が攻められてしまう。だから，集団的自衛

権は仕方がないという結論になった。一方で，世

界を平和にしていこう，軍備を縮小していこうと

いう動きがある。 

・経済的な結びつきはよいけれど，軍事的な結びつ

きは，平和主義の方針からもつべきではない。集

団的自衛権は，必ずしも日本の安全につながらな

いのではないか。 

・命の大事さと経済的な大事さをてんびんにかけた

ときに，命の方が大事ではないか。経済的なこと

のために，戦争に首を突っ込むことは許されるべ

きではない。日本としては話し合いを重視し，仲

裁役としてあくまで中立，平和的な立場で貢献す

べきだ。 

・ＰＫＯについては，日本は他国から必要とされて

いる。 

 

 

(3) 手だて③「対話する」の実際 

多面的・多角的に考察したことを生かして，これ

からのあり方を構想する場面では，対話の焦点化を

図ることで，価値観や概念に関する対話が生まれる

ことをねらった。子どもが集団的自衛権の行使容認

の是非について問題意識やこだわりをもっていると

感じた授業者は，「集団的自衛権の行使容認に賛成か，

反対か」と問いかけた。挙手で一人一人の子どもの

立場を確認し，その根拠や考えの真意について，さ

らに対話を重ねた。 

 

・集団的自衛権には反対だ。今の日本とアメリカの

関係は強すぎるのではないか。唯一の被爆国であ

る日本は核を止めさせる運動をすべきなのに，そ

れがアメリカとの関係のためにできないのは問題

だ。中国や朝鮮という国際情勢はあるが，国連が

機能していているから，日本に攻めてくるという

のは，現実味がないのではないか。だから，アメ

リカとは適度に仲良くすればよい。 

・反対だ。どんどん憲法の穴をかいくぐっているの

は問題だ。自己防衛以上に戦争を誘発する考え方

だからよくない。せめて，物資の供給などにすべ

きだ。 

・物資を供給することによって戦死する人もいるか

もしれない。そうなれば，結果的に戦争している

ことと同じことになる。そして，アメリカに守っ

てもらうというのは，人任せではないか。国際社

会の平和を考えたときには，合っていない。脅威

があるならば，アメリカと共同防衛すべきだ。憲

法が定められた 75年前の考えのままでいるわけに

はいかないから，自衛隊の役割を拡大していくべ

きだ。 

図２ 第６時学習活動の板書（筆者撮影，「令和元年度研究発表会社会科資料」より筆者転載。） 
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・賛成だ。アメリカとの関係を断ってしまうことの

方が，リスクがあるからだ。 

・反対だ。日本は戦争にかかわらないようにしつつ，

アメリカの支援をしているように見える。しかし，

集団的自衛権などの安全保障法制をみると，明ら

かに戦争にかかわることが見え見えだ。これが国

民の幸福につながるのかと言うとそうではない。

しかし，きっぱり無理だと言えない政府の姿勢も

わからなくもない。 

・憲法９条がはっきりしていないから，アメリカや

他国からいろいろ要求される。武器使用について

どんどん要求されると，日本の元となるところか

らずれていってしまう。それは平和主義とも異な

ることだし，日本ではなくなってしまう。他の国

の要求に応えているだけということになる。だか

ら，「日本は何をしたいのか」「日本はどこまで協

力できるのか」をはっきりさせて他国に伝えてい

った方が，平和主義からは離れない。 

 

 子どもの対話を踏まえ，これまでの内容を総合

的・概念的に捉えることができるように，授業者は

「これからの日本の平和主義と安全保障はどうある

べきだろうか」と問いかけた。この問いかけに対し

て，次のように記述した子どもがいた。 

 

【生徒 A】 

・確かにこれは日本の問題だ。その中にアメリカの

名前がたくさん出てくるのは，相当影響が大きい

からだろう。「非戦闘地域は本当に安全か」に関し

て，自衛隊員も国民であり，人間であるのだから

命も大切だ。しかし，政府もいろいろな選択肢が

ある中で難しい立場であることもわかる。集団的

自衛権の行使容認を支持するわけではないが，ア

メリカとの関係をゼロにすることは無理に等しい。

そう考えると，視点によって考えも変わるし，そ

う簡単に解決に向かうような問題でもない。だか

らこそ，慎重に，そしていろいろな立場を理解し

て，解決に向かうべきだ。 

【生徒 B】 

・日本の軸となるものが平和主義だから，そこから

離れてはいけない。アメリカなどの他国からの要

求を受けて，国の政治のために自衛隊の役割を変

えていくのは違うと思った。日本の考えや意思を

しっかりと世界に伝えていけば，日本の意思に反

する要求も減っていくだろうし，国際社会に向け

て意思をアピールすることもできると思う。今の

ように要求に応えて動く日本のままだと，平和主

義という考えは消えていってしまう。そうならな

いように，平和主義の日本にしかできない国際的

な役割を担うべきだ。 

【生徒 B の単元全体のふり返り】 

・確かに集団的自衛権があれば，戦争は防げるかも

しれない。でも，それが国際平和になるわけでは

ない。「戦争がないこと＝平和」ではないから，嘘

の平和になるだけで，国際平和からどんどん離れ

てしまう。本当の平和とは何なのか。日本にしか

できない貢献の仕方は何なのか。平和主義国とは

何か。すべてを一から見直していくべきだと思う。

そうしていけば，集団的自衛権を用いた名前だけ

の平和ではなく，本当の平和に近づくために，日

本がやるべきことがはっきりしてくる。そのため

に，私たちはただ伝えるのではなくて，大切なこ

とを忘れずに国を動かしていけるように，行動し

ていくべきだと思った。 

 

 

５ 主権者意識の形成を目指す単元「これからの平

和主義と安全保障のあり方」の分析 

三つの手だてを視点として，本単元の実践を踏ま

えて分析する。分析にあたっては，先述した授業中

の発言や子どもが記入したワークシート，発話記録

を活用し，対話を通して主権者意識の形成にどうつ

ながったのかに着目する。 

 

(1) 手だて①「問いを生み出す」の分析 

「問いを生み出す」手だてにより，子どもが解き明

かしたいと思う問いをもつことができた。子どもの発

言からは，憲法９条が掲げる理念と自衛隊の存在とい

う現実との矛盾によって，自衛隊のあるべきか姿に対

して戸惑ったり，ジレンマを感じたりする姿が見られ

た。このことは，単元の出会いの場面における映像の

提示や授業者の問いかけが有効であったと言える。子

どもの揺れ動く思いを授業者が引き出し，追求すべき

問いを生み出していくことは，自分事として捉えて追

求するうえで，重要なことである。さらに，資料１の

提示により，子どもが抱いた疑問に対する予想をもっ

たり，自衛隊が海外で活動する背景を概略的につかん

だりすることにつながった。自衛隊の役割が変化して

いる背景には，東アジア情勢の変化やその対応として

の日米関係があることに気づき，様々な視点からこの

問題を考える必要性を実感することができた。 

 

(2) 手だて②「問いを追求する」の分析 
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「問いを追求する」手だては，子どもが多面的・

多角的に追求する見通しをもって調査したり，この

問題の現実の姿や国際社会の中の日本という視点か

ら考察したりするうえで有効であった。 

まず，調査活動の見通しをもつ場面では，「自衛隊

は，どのような役割を果たすべきだろうか」という

問いに対する考えを出し合うことを通して，多面

的・多角的に追求する見通しをもつことができた。

子どもの発言は大きく次の三つに分類された。第一

の＜防衛に関する考え＞からは，憲法の条文を基に

判断する考えや，国民の幸福追求権にふれる考え，

歴史的経緯を根拠にする考えが述べられた。第二の

＜国際的な役割に関する考え＞では，平和主義の中

での貢献のあり方を探る考えや，派遣される自衛隊

員の立場に着目する考えが述べられた。第三の＜日

米関係や集団的自衛権に関する考え＞では，憲法９

条を根拠に否定的な考えが多く述べられた。一方で，

日米安保の公平性や国家の独立という観点から，集

団的自衛権を認めてもよいのではないかと述べる者

もいた。全体を通じて，多くの子どもが，自衛隊を

憲法９条の枠内で捉え，極力戦争にかかわらないよ

うにすべきだと考えていた。このことは，調査前に

はアメリカとの関係や東アジア情勢などの国際的な

視点を十分にもてていないことに関連すると考える。 

次に，異なる四つの視点からの調査内容を共有し

た後の子どもの対話を分析する。この場面では，そ

れぞれの子どもが，「国民としては」「国家としては」

と異なる立場から考えを述べたり，「経済的な結びつ

きは」「軍事的な結びつきは」と異なる視点から捉え

て発言したりしていることがわかる。対話内容は平

和主義の原則と矛盾しているように見える「海外で

の活動」に焦点化され，PKO のあり方や集団的自衛

権の行使容認に関する考えが交わされた。調査内容

を共有したことにより，アメリカとの関係を重視す

る日本政府の立場と，あくまで平和主義を重視する

国民の立場を踏まえた考えが出された。このことは，

調査前には十分ではなかった「国際社会の中の日本」

という視点が加わり，より現実に即した自衛隊のあ

り方を模索しようとする姿だと捉えられる。現実的

には日本の安全保障のためにアメリカの存在が欠か

せないことを理解したことで，子どもの中には，集

団的自衛権の行使容認を必要なもの，あるいは仕方

のないものと捉える者がいた。一方で，アメリカと

の関係を経済と軍事に分けて考え，後者について限

定的にすべきだとの考えも語られた。 

 

(3) 手だて③「対話する」の分析 

「対話する」手だてによって，子どもは平和の価

値観や概念にふれながら，よりよい平和主義と安全

保障のあり方について考えを深めることができた。 

集団的自衛権の行使容認の是非に焦点化した対話

を通して，子どもは行使容認がもたらすと推測され

る影響について考えを交わした。その中で，限定的

な関わりであっても結果的に戦争に加担してしまう

可能性や，国連が果たすべき役割に言及する考えが

述べられた。そのうえで，変化する国際社会の中で

日本が主体的に方針を明らかにしていく必要性とい

った主権国家としてのあり方や，国際関係を踏まえ

たそのことの難しさに言及する考えも述べられた。

子どもの対話は，日本の独自性である平和主義を優

先する理想を貫くか，国際社会や他国との関係を優

先する現実路線をとるかという価値観をめぐるもの

だと言える。さらには，平和や安全保障という概念

をどう捉え，どのように実現していくのかという概

念に関する対話でもある。 

「これからの日本の平和主義と安全保障はどうあ

るべきだろうか」という授業者の問いかけに対する

生徒 A の記述からは，様々な視点からこの問題を捉

え，多様な立場を尊重しながら慎重に結論を導く必

要性に気づいたことが読み取れる。生徒 B は，平和

主義を実現する主体は主権者である国民にあり，国

民による議論を通して平和主義と安全保障，および

国際貢献を両立するようなあり方を模索すべきであ

ることを指摘している。また，「私たちはただ伝える

のではなくて，大切なことを忘れずに国を動かして

いけるように，行動していくべきだ」という記述か

らは，本単元の学びを現実社会とつなげて捉え，自

らの社会参画に生かしていこうとする姿勢が読み取

れる。これは，主権者意識の形成につながるあらわ

れであると考える。 

 

６ 主権者意識の形成を目指す単元「これからの平

和主義と安全保障のあり方」の成果と課題 

本単元の実践の成果として，次の三つがあげられ

る。 

第一に，現実社会の論争的な問題を取り上げ，そ

の矛盾に着目することにより，追求すべき問いが子

どもに生まれ，解決したいという思いや意欲につな

がったことである。 

第二に，憲法９条と自衛隊の歴史的背景，法的な

解釈，国際的な役割の拡大等について様々な視点か

ら調査・考察できるような過程を設定することで，

多面的・多角的に考察できたことである。 
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第三に，仲間との対話を重ねることを通して，日

本国民・日本政府・アメリカ政府・紛争地の人々・

自衛隊員等様々な立場を尊重しながら自衛隊のあり

方を考え，よりよい平和主義と安全保障のあり方を

模索し，考えを深めることができたことである。 

以上の三つが有機的につながり，単元全体を通し

て実現できたことにより，子どもの主権者意識の形

成に寄与することができたと考える。この問題は，

簡単に結論を出すことができない難しい問題だが，

子どもは国の原則にかかわる重要な問題であり，国

民生活にも影響を与える切実な問題であると捉え，

国民的な議論が必要であることに気づいた。社会に

見られる課題を自分の問題として捉え，多面的・多

角的に考察し，他者との対話を通してよりよいあり

方を創りあげるプロセスを経験することによって主

権者意識が形成されるとするならば，本単元の実践

はまさにこのことを実現したものだと考える。 

本単元の実践を踏まえて，残された課題としては，

子どもの対話の焦点化があげられる。論争的で答え

が一つに定まらない問いを追求すればするほど，議

論が拡散する傾向がある。静岡大学教育学部附属静

岡中学校の授業実践においては，対話を焦点化する

軸や視点を子ども自身が見いだしていくことを大切

にしているが，授業者が適切にかかわることも求め

られる。そのためには，授業者が平和主義と安全保

障のあり方に関する多様な立場や主張を構造的に捉

えておく必要がある。 

 

７ おわりに 

本単元の実践を通して，子どもは日本が平和主義

を原則としている理由や歴史的な経緯を踏まえ，集

団的自衛権の行使容認がもたらす影響や，日本とア

メリカとの相互依存関係を捉えることによって，日

本政府の立場の難しさを理解していった。ただし，

どの道を選び取っていくかについて，基本的に平和

主義の原則から離れてはならないという考えが基盤

になっていた。このことは，本単元前に歴史的分野

で学んだ二度の世界大戦の学びが子どもの中に根付

いていたからだと考える。子どもは，第一次世界大

戦に関して「なぜ，多くの国が参戦し，大規模な戦

争になったのか」，太平洋戦争に関して「なぜ，日本

はアメリカとの開戦を決断したのか」を追求し，戦

争が起きる原因や背景とその関連性について考察し

ていた。近現代の日本の歴史において道を誤った時

期があるのならば，その失敗に学び，平和という価

値観を中心に据えて，国家の方針を定めていくべき

だという子どもなりの確信があったのではないかと

推察する。 

現実の世の中では，集団的自衛権の行使容認に関

して，平和主義の枠組みを堅持した中での施策であ

るという見解がある一方，憲法９条を空文化し，解

釈によって自衛隊のあり方が変わってしまう局面に

突入したという見方もある。様々な主張を踏まえ，

日本にとっても，国際社会にとってもよりよいあり

方や，政府，国民，自衛隊員それぞれにとってより

よいあり方をめぐって，熟議が重ねられていくべき

である。授業で見られた子どもの姿は，世の中の議

論と遜色のないものだと考える。このような学びの

経験を積み重ねることによってこそ，社会に生きて

働く主権者意識が形成されていくものと考える。 

 

【注】 

１）静岡大学教育学部附属静岡中学校社会科部の「教

科で育みたい人間像」と「授業づくりで大切にし

ていること」は，令和元年度静岡大学教育学部附

属静岡中学校教育研究発表会要項 p19，静岡大学教

育学部附属静岡中学校，村山功（2019）『対話が深

める子どもの学び－教科ならではの文化を味わう

授業－』明治図書，pp．50-53に掲載されている。 

２）静岡大学教育学部附属静岡中学校，村山功（2019）

『対話が深める子どもの学び－教科ならではの文

化を味わう授業－』明治図書，p．50. 

３）本授業実践は，令和元年５月に実施した。授業

案は，静岡大学教育学部附属静岡中学校ホームペ

ージ（http://fzk.ed.shizuoka.ac.jp/shizuchu/ 

eduresearch/3259/）に公開し，令和元年度静岡大

学教育学部附属静岡中学校研究発表会の社会科分

科会にて資料として配布した。本小論は，子ども

のあらわれを基に主権者意識の形成という観点か

ら新たに分析した点で，これらの授業案および資

料とは異なる。 

４） 文部科学省「『主権者教育の推進に関する検討

チーム』最終まとめ～主権者として求められる力

を育むために～」 

（ https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/13

72381.htm）（visit;2019年 12月 31日） 

５）文部科学省（2018）『中学校学習指導要領(平成

29年告示)解説 社会編』東洋館出版社。 

６）2019年７月21日に行われた第25回参議院議員選挙

の投票率は48.80%であり，そのうち10代の投票率は

32.28%であった。（総務省「第25回参議院議員通常選

挙における年齢別投票状況」

https://www.soumu.go.jp/main_content/000646950
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.pdf）（visit;2019年12月31日） 
７）中平一義，野嵜雄太（2017）「子どもの思考を深

める主権者教育研究－主権者としての多様な見方

を培うシミュレーション・ゲームを事例にして－」
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11）同上 

12）坪内泰朗（2001）「中学校社会科におけるポート
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義と自衛隊』単元を手がかりにして－」社会系教

科教育学会『社会系教科教育学研究』第 13号，pp．

109-116. 

13）福田秀志（2016）「一八歳選挙権に向けて－生徒

は国際社会の平和・安全（国際貢献）についてど

う考えたのか」全国民主主義教育研究会編集『民
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